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在
宅
で
要
介
護
者
を
介
護
し
て
い
る
ご
家

族
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
年
２
回
、
半
年

ご
と
に
１
万
８
千
円
相
当
の
秋
田
市
共
通
商

品
券
を
贈
呈
し
ま
す
。
商
品
券
は
、
対
象
者

を
確
認
の
う
え
、
来
年
３
月
に
介
護
保
険
課

窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す
。

■
対
象
者

今
年
７
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
の
期
間
、
継
続
し
て
要
介
護
４
ま
た
は

５
で
、
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
が
１
〜
３

段
階
で
あ
る
高
齢
者
を
、
ご
自
宅
で
介
護
し

て
い
る
ご
家
族
の
か
た

※
対
象
期
間
中
、
要
介
護
者
が
、
介
護
保
険

施
設
や
医
療
機
関
へ
入
院
・
入
所(

在
宅
サ

ー
ビ
ス
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
除
く)

し
た

日
数
が
合
計
で
45
日
以
上
の
場
合
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

※
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業
を
利
用
し
て
い

る
か
た
や
、
家
族
介
護
慰
労
事
業
の
対
象

と
な
る
か
た
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
前
回
の
対
象
期
間(

１
月
１
日
〜
６
月
30

日)

に
条
件
を
満
た
し
て
い
て
、
７
月
に
申

請
さ
れ
な
か
っ
た
か
た
の
申
請
も
受
け
付

け
ま
す
。

■
申
請
方
法

１
月
13
日
(火)
か
ら
30
日
(金)
ま

で
に
、
介
護
保
険
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
で
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
課tel (

８
６
６)

２
０
６
９

満
70
歳
以
上
の
か
た
は
、
秋
田
市
交
通
局

と
秋
田
中
央
交
通
の
路
線
バ
ス
で
使
え
る
１

冊
千
円
分
の
高
齢
者
専
用
回
数
券(

ゆ
う
ゆ
う

乗
車
券)

を
、
半
額
の
１
冊
500
円
で
購
入
で
き

ま
す
。
購
入
は
１
人
、
月
に
５
冊
ま
で
。

な
お
、
こ
の
回
数
券
は
、
リ
ム
ジ
ン
バ
ス

や
高
速
バ
ス
、
定
期
観
光
バ
ス
な
ど
に
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
羽
後
交
通
が
運
行

す
る
バ
ス
に
も
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
購
入
方
法

こ
の
回
数
券
を
購
入
す
る
と

き
は
、「
高
齢
者
バ
ス
優
遇
資
格
証
明
書
」

の
提
示
が
必
要
で
す
。
証
明
書
が
必
要
な
か

た
は
、
①
健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
と
②
印
鑑
を
持
っ
て
、
高
齢
福
祉

課
、
土
崎
支
所
、
新
屋
支
所
の
窓
口
へ
お
い

で
く
だ
さ
い
。
各
地
域
セ
ン
タ
ー
で
も
取
次

ぎ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課tel (

８
６
６)

２
０
９
５

農
業
委
員
会
で
は
、
１
月
１
日
現
在
で
、

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格

の
調
査
を
行
い
ま
す
。

名
簿
は
、
来
年
３
月
31
日
に
確
定
し
、
向

こ
う
１
年
、
委
員
の
選
挙
や
、
委
員
に
欠
員

が
生
じ
た
場
合
に
使
用
し
ま
す
。
名
簿
に
は

補
充
制
度
が
な
い
の
で
登
録
か
ら
漏
れ
る
と

資
格
が
あ
っ
て
も
投
票
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず

登
録
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
耕
作
証
明
書
な
ど
の
証
明
も
登
録

者
で
な
い
と
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

登
録
資
格
の
あ
る
か
た

秋
田
市
に
住
所
が

あ
り
、
平
成
16
年
３
月
31
日
現
在
で
、
満
20

歳
以
上
の
か
た
で
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地

を
耕
作
し
て
い
る
か
た
、
ま
た
は
、
年
間
60

日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
同
居
の
親
族

と
そ
の
配
偶
者
。

調
査
方
法

登
録
申
請
書
は
、
農
政
協
力
員

MATION
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人口 15.12.１現在

●人口／318,257人(＋152)
●男／151,642人(＋61)
●女／166,615人(＋91)
11月分・出生 184人

・死亡 192人
・転入 667人
・転出 507人

（）内は前月比

●世帯／126,764世帯(＋106)

年末年始の
ごみ収集
●年末の「家庭ごみ」は、
12月30日(火)まで平常ど
おり収集します。

●年始は１月５日(月)から
「家庭ごみ」「資源化物」
を収集します

●１月12日(月)祝日は「家庭
ごみ」のみ収集します

安全なごみ出しと収集作
業のため、ごみ集積所周
辺の除排雪にご協力をお
願いします

問い合わせ

環境業務課tel(863)6631

●「粗大ごみ」の受付と収
集は12月27日(土)から１
月４日(日)まで休みます

１
在
宅
介
護
サ
ポ
ー
ト
事
業

在
宅
介
護
を
し
て
い
る

ご
家
族
へ
商
品
券
を
贈
呈



を
通
じ
て
12
月
中
に
お
配
り
し
ま
す
。
必
要

事
項
を
記
入
し
、
１
月
６
日
(火)
ま
で
、
お
近

く
の
農
政
協
力
員
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局

tel (

８
６
６)

２
２
７
０

１
月
11
日
(日)
は
、
市
役
所
庁
舎
の
作
業
停

電
の
た
め
、
市
役
所
正
面
玄
関
と
秋
田
駅
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
住
民
票
、
印

鑑
登
録
証
明
書
を
発
行
す
る
自
動
交
付
機
が

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
自
動
交
付
機
の
利
用
に
必
要
な

「
あ
き
た
市
民
カ
ー
ド
」の
交
付
は
、
市
民
課
、

土
崎
・
新
屋
支
所
で
、
平
日
の
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
７
時
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

市
民
課

tel (

８
６
６)

２
０
１
８

市
内
の
小
・
中
学
校
に
通
う
お
子
さ
ん
を

お
持
ち
で
、
経
済
的
に
お
困
り
の
か
た
は
、

学
習
に
必
要
な
費
用
、
給
食
費
な
ど
の
援
助

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
申
し
込
み

学
校
か
ら
配
ら
れ
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
各
学
校
ま
た
は
学

事
課tel (

８
６
６)

２
２
４
３
へ
。

積
雪
と
冷
え
込
み
が
、
本
格
的
に
厳
し
く

な
る
時
期
を
迎
え
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
の
家

の
庭
な
ど
、
大
事
な
樹
木
の
冬
囲
い
な
ど
は

も
う
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

雪
の
重
み
や
強
風
か
ら
枝
な
ど
の
破
損
、

凍
傷
を
防
ぐ
た
め
、
冬
囲
い
や
雪
吊
り
な
ど

の
適
切
な
保
全
作
業
を
こ
こ
ろ
が
け
、
樹
木

を
い
た
わ
り
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

公
園
課tel (

８
６
６)

２
１
５
４

就
学
援
助
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

５

来
春
の
緑
豊
か
な
彩
り
の
た
め
に

緑
を
雪
か
ら
守
ろ
う

６

４
１
月
11
日
(日)
は

自
動
交
付
機
を
休
止

秋田県では、来年１月１日から、「産業廃棄物
税制度」を導入します。
集められた税金は、環境にやさしい企業の育成

と支援、リサイクル技術の研究開発・支援などに
使われます。

秋田地域振興局県税部課税課tel(860)3341
秋田県総務部税務課tel(860)1123

最終処分場に搬入される産業廃棄物の
重量１㌧につき1,000円

税率

最終処分業者が、排出事業者または中間処
理事業者から税金を受け取り、毎月分を秋
田県に申告します

徴収
方法

問い
合わせ

集めたお金は、産業廃棄物の抑制、
減量化、リサイクルの研究費用に
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産業廃棄物税制度スタート

ぽ
ぽ
ろ
ー
ど
東
側
が

工
事
の
た
め
通
行
規
制

秋田駅東西連絡自由通路(ぽぽろーど)の
東側で、拠点センターへの駅東人工地盤の
延伸工事のため、下記のとおり通行規制を
行います。
工事期間中はご不便をおかけしますが、

ご協力をお願いします。
■１月８日(木)から２月９日(月)までは、通
路南側半分を通行規制します。東口エス
カレーターも利用できません。
■２月10日(火)から３月12日(金)までは通路
北側半分を通行規制します。

拠点センター設置準備室tel(866)2019

１
月
８
日
(木)
〜
３
月
12
日
(金)

第７回

秋田市・河辺町・雄和町
合併協議会

・障害者福祉、老人・福祉医療事業の取扱い
・児童福祉等事業の取扱い
・高齢者福祉事業の取扱い
・生活保護関連事業の取扱い
・介護保険事業の取扱い
・その他の福祉事業の取扱い

１
月
下
旬
か
ら
合
併
の

住
民
説
明
会
を
開
き
ま
す

河辺町・雄和町との市町合併に関
する住民説明会を、中央・東・西・
南・北の各地域で行います。市町建
設計画などについて説明します。
どなたもお気軽にご参加ください。

直接会場へどうぞ。
時間はいずれも午後２時～４時。

地域
東部
中央
北部
南部
西部

日時
１月31日(土)
２月７日(土)
２月14日(土)
２月21日(土)
２月28日(土)

場所
東部公民館
サンパル秋田
土崎公民館
南部公民館
日吉会館

１月22日(木) 午後２時～
秋田キャッスルホテル
傍聴は自由です。直接会場へどうぞ。

議
案

合
併
推
進
局

tel (

８
６
６)

２
７
８
５

問い合わせ

産業廃棄物の排出事業者
(中間処理業者を含む)

納税
義務者


